
 

  

今年度は、（10月31日現在で）１０件の報告書が事務

局に届きました。コロナ禍の頃（同時期で R3＝１件、

R4＝４件）と比較すると、ＰＴＡ活動が徐々に増え始

めたことにより、「災害報告書」の受付数も増えてきま

した。 

 しかし、事務局で最も心配していることは、ケガや

事故があったにもかかわらず、『災害報告漏れ』がある

のではないかということです。ＰＴＡ活動中にケガを

された方があった場合には、ケガをされた方に“見舞

金”を給付します。 

 また、損害賠償責任に関する事故も取り扱っていま

す。ＰＴＡ活動中に傷害や事故が発生した場合は、速

やかに見舞金給付会事務局へお知らせください。 

活動終了時には 

必ず事故等の有無の確認を 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

■「賠償責任補償」について 
 岐阜県ＰＴＡ連合会が加入している「ＰＴＡ賠償責

任保険」は、ＰＴＡ管理者が被保険者となっています。

ＰＴＡ活動中に起こった損害賠償事故といえども、Ｐ

ＴＡ会員個人や児童生徒の行為に起因する賠償責任は

含まれません。ＰＴＡ管理者に法律上の賠償責任が生

じた場合に支払われます。 

 

～「賠償責任に関する報告書」で多い事例～ 

 今年度６件提出された報告書の中で、４件はＰＴＡ

環境整備活動中の“草刈り機”による飛び石が、校舎

の窓や扉のガラスを破損したり、駐車してあった自動

車を傷付けたりの被害です。今年度は今のところこの

程度で済んでいますが、「腕を切る」「飛び石で失明す

る」などの重大事故につながることが 

考えられます。 

 これらの事故が起きた場合、ＰＴＡ 

の組織として法律上の損害賠償責任が 

あるのか、また危険な行為を承知して 

行った重過失にあたる、と今後保険 

会社が判断する可能性があります。 

 ①作業者は保護メガネの着用、②近くに車があると

きは移動させる、③建物の近くでは使用しない、どう

しても使用する場合は防護ネットを張る、等の対策を

徹底する必要があります。  

 

◆保険金の支払い対象外の事案◆ 

水泳の授業の監視役として参加した。児童がプー   

ルサイドで頭を打ち出血した。児童の体が冷えない  

ように着ていたジャンパーを掛けたが、そのジャン 

パーに血が付着し、使用できなくなった。 

 

 

➡学校との共催事業だが、事故で怪我人に看病のため

に服を掛け、その服が汚れてしまったことについては

ＰＴＡに責任はなく法律上の賠償責任がある事故では

ありません。 
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■見舞金給付について 
～交通事故による傷害の場合は給付できません～ 

ＰＴＡ活動に参加するための往復途上の災害につい

て対象としていますが、自家用車等を運転中に起こっ

た事故による傷害については、見舞金の給付はできま

せん。また、資源回収のためトラックや自家用車等の

運転中に発生した事故についても、 

同様に給付できません。 

このような場合は、交通事故扱い 

として警察に連絡し、加入されて 

いる自動車保険等で対応願います。 
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■災害報告は至急！ 
 「災害報告書」が遅れて届くことがあります。岐阜

県ＰＴＡ見舞金給付規程では、災害発生日から１ケ月

以内に提出となっています。また、「給付申請書」等に

ついても治療完了後１ケ月以内、または災害発生日か

ら 180日経過後 1ケ月以内に提出することになってい

ます。それぞれ期限を守って早めに提出してください。 

 

 特に「賠償責任に関する報告書」は至急提出してく

ださい。報告が遅くなり対応に困ることがあります。 

 「賠償責任補償」については保険会社に委託してい

るものであり、賠償責任に該当するかどうかは、内容

によって判断されるものです。 

 したがって、事故発生時「いつ、どこで、誰によっ

て、どのような事故が発生したのか」という事実関係

が明確である必要があります。「駐車していた車に戻っ

たところ、ドアに傷が付けられていた。」といった事例

では、保険金は支払われません。 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

「見舞金給付会アンケート」へのご協力 

ありがとうございました 
結果は、【特別号】で公表させていただきます。 
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■お知らせ 
右の二次元コードから岐阜県ＰＴＡ連合会のホーム

ページを開き、見舞金給付会の給付規 

程をはじめ、災害発生時の報告・申請に 

関わる書類等、詳細をご覧いただくこと 

ができます。 

 ※今までの「給付会便り」も見ることができます。 

岐阜県ＰＴＡ    R7.12.1 

見舞金給付会便り NO.６７ 
岐阜県ＰＴＡ見舞金給付会事務局 

岐阜市菅原町3丁目3番地 岐阜県校長会館内 

℡：058-262-3257  FAX：058-262-3259 

E-mail：info@gifu-pta.jp 


